
No. 計画 意見内容 回答内容 計画修正

1
総合計画
総合戦略

【閲覧期間】
パブリックコメント実施期間につい
て、令和８年３月９日までを要望す
る。

パブリックコメントの募集期間につきましては、「野辺地町パブリックコ
メント手続実施規程」に基づき、30日以上の期間を設けて実施しておりま
す。これは、全ての町民の皆様等に対して公平な意見提出の機会を確保
し、計画策定のスケジュールを適正に管理するために設定しているもので
す。 そのため、期間の延長はいたしかねますので、ご理解の程お願いい
たします。

無

2
総合計画
総合戦略

【資料提示方法】
閲覧資料にインデックスをつけてほし
い。

ご要望として承ります。 無

3 総合計画

【基本目標３　誰もが学べる教育
（２）生涯学習の推進】
今後、人口減少・少子高齢化がますま
す進展していく中、第６次まちづくり
には、町民目線による行政参加、施策
が必要である。特に、図書館や歴史民
俗資料館の運営は、町民主体で早急に
実施していただきたい。

当町におきましても、町民の皆様が主体的にまちづくりに関わっていただ
くことは非常に重要であると認識しております。 図書館等の社会教育施
設は、公共性や専門性を担保するため、現時点では町による直営を維持す
る方針です。 一方で、本計画では「協働のまちづくり」を重視してお
り、町民の皆様等が様々な形でまちづくりに関わることができる機会の創
出を目指しております。社会教育施設においても皆様の多様な活動を支援
し、利用促進を図ることで、地域に根ざした施設運営に取り組んでまいり
ますので、ご理解の程お願いいたします。

無

第６次野辺地町まちづくり総合計画後期基本計画（案）及び第３期野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）パブリックコメ
ント提出意見に対する回答及び対応


